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※表紙未定 

 

表紙が決まらない場合は、町内各学校の取組みの様

子（やないづ教育ネット参照）や、公民館の生涯学習

活動の様子など、写真を提供していただいておりま

した。必ずしも行事等でなくても良いと思いますの

で、良い写真がありましたら表紙にしていただけれ

ばと思います。 

なお、本年度よりキャプションは必要であれば付け

るようにしたいと考えておりました。これについて

も適宜ご対応ください。 

赤べこ伝説発祥の地柳津町のシンボル「赤べこファミリー」

に新しく“男の子の赤ちゃん”が加わりました。名前は「やなぎ

まる」です。 

「やなぎ」は町の木である柳（やなぎ）から、「まる」は”ま

るまる”とかわいく元気に成長して欲しい願いと、赤べこ伝説発

祥の圓藏寺の年中行事である七日堂裸詣りに由来する「宝照の

玉」が由来となっています。 

「やなぎまる」の命名にあたっては、たくさんのご応募を頂

きましてありがとうございました。 



 

 

 

 
柳津町職員（一般事務（大学卒程度）及び資格免許職（看護師・保健師））採用候補者試験を次に

より行います。 

 

１．試験職種及び採用予定人員 

試 験 職 種 一般事務（大学卒程度） 資格免許職（看護師） 資格免許職（保健師） 

採用予定人員 若干名 若干名 若干名 

 

２．受験資格 

一般事務（大学卒程度） 資格免許職（看護師・保健師） 

昭和５６年４月２日以降に生まれた者で、大学程

度を卒業又は令和４年３月卒業見込みの者。 

昭和５６年４月２日以降に生まれた者。（学歴は

問いません。） 

資格免許は令和４年３月までに取得見込みの者。 

ただし、次の各号のいずれかに該当する者は受験できません。 

（１）日本の国籍を有しない者 

（２）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

（３）柳津町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

（４）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊するこ 

とを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

３．試験の方法 

（１）第１次試験 ①教養試験 

職員として必要な一般知識及び知能について、五肢択一式による筆記試験を行い 

ます。 

・出題分野及び出題数（一般事務…大学卒程度、資格免許職…短大卒程度） 

知識分野２０問・知能分野２０問 

※「古文」、「哲学・文学・芸術等」、「国語」の出題はありません。 

②専門試験（保健師のみ） 

職員として必要な専門知識及び能力について、択一式による筆記試験を行います。 

③各種検査 

事務適性検査及び職場適応性検査、看護師適性検査（看護師のみ） 

 

（２）第２次試験 第１次試験合格者に対して、主として人物について個別面接及び小論文による試験 

等を行います。 

 

４．資格調査 

 第１次試験合格者について、受験資格があるかどうか、試験申込書に記載されていることが正しいか

どうかについて調査します。 

 

令和４年度柳津町職員採用候補者試験のお知らせ 
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５．試験の期日、場所及び発表 

区 分 期 日 時 間 試験会場 発 表 

第１次試験 
令和３年 

７月１１日(日) 

【一般事務】 

受 付  ９：００～ ９：３０ 

教養試験 １０：００～１２：００ 

各種検査 １３：００～１３：４５ 

「福島大学」 

 

福島市金谷川

１番地 

本町役場掲示

板に合格者の

受験番号を掲

示するほか、

受験者全員に

通知します。 

【資格免許職（看護師）】 

受 付  ９：００～ ９：３０ 

教養試験 １０：００～１２：００ 

各種検査 １３：００～１４：４５ 

【資格免許職（保健師）】 

受 付  ９：００～ ９：３０ 

教養試験 １０：００～１２：００ 

専門試験 １３：００～１４：３０ 

各種検査 １４：４５～１５：３０ 

第２次試験 令和３年９月中（第１次試験合格者に改めて通知します） 

※受験の際は「ＨＢ」の鉛筆と消しゴムを持参してください。それ以外の筆記用具は使用できません。 

また、各自昼食を持参してください。 

 

６．合格者の採用 

（１）合格者は採用候補者名簿に登載され、成績順に町長が採用する者を決定します。この採用候補者 

名簿の有効期間は、原則として１年間です。 

（２）初任給は柳津町の給料表によりますが、この他扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当、 

期末・勤勉手当等が、それぞれの支給要件に応じて支給されます。   

 

７．受験手続及び受付期間 

（１）申込用紙の請求 申込用紙は、柳津町役場総務課総務係で交付します。 

郵便により申込用紙を請求する場合は、封筒の表に「大学卒程度試験申込用紙

請求」または「資格免許職試験申込用紙請求」と朱書して、１２０円切手を貼

った自分宛の返信用封筒（角型２号）を必ず同封してください。 

（２）申込の方法   ①申込用紙に必要事項を記入して、柳津町役場総務課総務係に提出してくださ 

い。申込書を郵送する場合は８４円切手を貼った自分宛の封筒を同封し、そ 

の表に「大学卒程度試験申込」または「資格免許職（※）試験申込」と朱書 

して、必ず簡易書留で送付してください。 

②受験票を受領したときは、最近６か月以内に撮影した本人の写真（上半身、 

脱帽、正面向き、縦６cm×横４．５cm）１枚を写真欄に貼って受験当日に

必ず持参してください。（受験票がない場合、または受験票に写真が貼って

いない場合は、受験できません。） 

※資格免許職の場合は、看護師・保健師より希望職種を記入してください。 

（３）受付期間    令和３年６月１１日（金）まで（受付時間８：３０～１７：１５） 

           ※郵便による申込書提出の場合は、令和３年６月９日（水）までの消印のある 

ものに限り受付けます。 
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８．試験結果の開示 

この試験の結果については、柳津町個人情報保護条例第１７条第１項の規定により、口頭で開示を請

求することができます。 

 なお、電話、はがき等による請求では開示できません。受験者本人であることを明らかにする書類（

運転免許証、学生証、旅券等）を持参のうえ、受験者本人が直接おいでください。 
 

試 験 開示請求できる者 開 示 内 容 開 示 期 間 開 示 場 所 

第１次試験 第１次試験不合格者 
総合得点・順位 

合格者発表日から 

1か月間 

柳津町役場 

総務課総務係 
第２次試験 第２次試験受験者 

 

９．その他 

試験当日の試験会場への自家用車の乗り入れを禁止します。また、家族による送迎についても会場周

辺の渋滞により遅刻するおそれがあるので、公共交通機関を利用してください。 

新型コロナウイルス感染症の今後の状況により、試験期日・場所などの連絡事項をお知らせする場合

があります。 

この試験に関し不明な点は、下記までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震や武力攻撃などの発生時に備え、防災行政無線による情報伝達訓練を行います。この訓練は、  

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を用いた訓練で、全国一斉に行われます。 

今回の訓練は、防災行政無線による情報伝達訓練です。避難等の訓練は行いません 

 

◇日 時：令和３年５月１９日(水) 午前１１時頃 

 

◇内 容：防災行政無線での訓練放送 

柳津町内の防災行政無線から、一斉に、次のように放送されます。  

 

（上りチャイム音） 

⇒「これは、J アラートのテストです。」×３ 

⇒「こちらは、防災柳津広報です。」 

⇒（下りチャイム音） 
 

問 総務課総務係 ℡４２－２１１２ 

令和３年度第１回全国瞬時警報システム（Ｊアラート）による訓練の実施について 

【問い合せ先】 

〒９６９-７２０１ 

福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙２３４番地 

柳津町役場 総務課総務係 

℡０２４１－４２－２１１２ 
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 令和３年６月１日現在で、全国全ての事業所・企業を対象とした、「経済センサス-活動調査」が実施

されます。柳津町では、町統計調査員３名を経済センサス-活動調査調査員として委嘱し、個人経営の事

業所・会社及び会社以外の法人の単独事業所（資本金１億円以上を除く）・新設された事業所に対し、５

月中旬頃から調査票を配布いたします。調査員は、マスクの着用・手指の消毒を徹底すると共に、イン

ターホン越しでの説明や調査票の郵便受け等への配布など、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止し、

できる限り事業所の皆様と対面しない方法で調査を行う予定でおります。また、ご回答いただきました

調査票については、郵送でご返送いただくこととしております。 

 事業所・企業の皆様におかれましては、本調査へのご理解とご協力をお願いいたします。 

 

問 みらい創生課みらい創生係 ℡４２－２４４７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月１日は、人権擁護委員法が施行された日です。 

昭和２３年、政令に基づいて人権擁護委員制度が設けられ、昭和２４年６月１日に人権擁護委員法が

施行されたことにより、人権擁護委員制度が誕生しました。 

法務省及び全国人権擁護委員連合会は、人権擁護委員法が施行された日を記念して、毎年６月１日を

「人権擁護委員の日」と定め、６月１日を中心に人権擁護委員が皆様の町で特設人権相談所を開設して

人権相談に応じたり、全国的な啓発活動を実施しております。 

本町においても、下記により実施しますので、困りごとや悩みごとなどありましたら、お気軽にご相

談ください。相談は無料で、秘密は厳守します。 

 なお、新型コロナウイルス感染症予防・感染拡大防止対策のため、発熱や体調不良がある場合は当日

の相談は控えて下さい。また、ご相談にお越しの際はマスク着用でお願いします。 

 

◇日 時：令和３年６月１日（火） 午後１時から午後４時 

 

◇場 所：地域住民交流センター「ゆきげ館」 

 

「人権擁護委員の日」に限らず、 

電話相談を実施していますので悩み 

事がありましたら右記のダイヤルに 

お電話ください。 

※相談時間：平日の午前８時３０分 

から午後５時１５分 

 

問 町民課住民福祉係 ℡４２-２１１８ 

 

 

 

 

 

 

経済センサス‐活動調査の実施について 

特設人権相談所の開設について 

〇 みんなの人権１１０番 ０５７０－００３－１１０ 

〇 子どもの人権１１０番 ０１２０－００７－１１０ 

〇 女性の人権ホットライン ０５７０－０７０－８１０ 
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◇対 象 者：①福島県内に住民票があり、かつお住まいの方 

      ②昭和１６年６月３０日以前に生まれた８０歳以上の方 

      ③十分に機能している自分の歯が２０本以上ある方 

※すでに「歯っぴいライフ８０２０」認定証をお持ちの方は除きます。 

 

◇募集期間：令和３年６月１日（火）～１０月３０日（土）まで 

 

◇応募方法：募集期間中に最寄りのかかりつけ歯科医院（福島県歯科医師会会員）に応募することを申 

し出て、歯と口の健診を受けてください。健診は無料です。 

 

◇認定証の交付：所定の要件を満たした応募者全員に「歯っぴいライフ８０２０」の認定証を交付いたしま 

す。なお、認定証につきましては福島県歯科医師会から郵送いたします。（令和４年１月下 

旬を予定しています） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※福島県・福島県歯科医師会は個人情報保護法に関する法令を遵守し、ご応募された方の個人情報は 

 「歯っぴいライフ８０２０」に関する認定の目的以外では使用いたしません。 

※「歯っぴいライフ８０２０」の審査結果は、行政機関や報道機関等に公表いたしますので予めご了承 

 ください。 

 

問 福島県保健福祉部健康づくり推進課 ℡０２４－５２１－７６４０ 

   福島県歯科医師会 ℡０２４－５２３－３２６６ 

 

 

 

 

第３０回 歯っぴいライフ８０２０募集中！ 

 歯・口の健康は、食事や日常会話の楽しみなど、生活を営むうえで重要な役割を担っており、

心身ともに健康な生活を送るための大切な要素となります。 

 そこで、福島県と福島県歯科医師会では、「８０歳で２０本の歯を残そう」を生涯の健康目標と

する８０２０運動の一環として、現在十分機能している歯を２０本以上保持している８０歳以上

の方に認定証を交付しております。２０本以上ご自分の歯が残っている方は奮ってご応募くださ

い。なお、令和４年度から対象を「８０歳以上の方」から「その年度に８０歳になった方」に変

更します。８０歳以上の方は早めにご応募ください。 

８０２０運動とは？ 
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結婚して５０年、めでたく金婚式を迎えるご夫婦の皆様おめでとうございます。柳津町老人クラブ連

合会では、今年金婚を迎えられるご夫婦の申請を受け付けています。 

 

◇対象夫婦：昭和４６年（１月１日～１２月３１日）に結婚し、金婚５０年を迎えられた夫婦、または 

前回までに自己申告の手続きをしなかった夫婦 

◇申込方法：各地区単位老人クラブ会長または柳津町老人クラブ連合会事務局（銀山荘内）へ自己申                   

     告（所定の用紙に必要事項を記入）してください。 

◇申込締切：令和３年７月２日（金） 

 

問 柳津町老人クラブ連合会事務局（銀山荘内） ℡４２－３４１８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区  分 
現在の料金 

（５月３１日まで） 

変更後の料金 

（６月１日から） 

１  回 
（大人） 

（小人） 

３００円 

２００円 

４００円 

３００円 

終  日 
（大人） 

（小人） 

５１０円 

３１０円 

６００円 

４００円 

回 数 券 

（１３回） 

１回（大人） 

（小人） 

３，１３０円 

２，０８０円 

４，０００円 

３，０００円 

終日（大人） 

（小人） 

５，２３０円 

３，１３０円 

６，０００円 

４，０００円 

町民パスポート券 

（１カ月） 

（大人） 

（小人） 

５，２３０円 

３，１３０円 

６，０００円 

４，０００円 

 

町の条例改正により、６月１日からつきみが丘町民センター及び西山温泉せいざん荘の入湯料が上記

のとおり改定されますのでお知らせします。 

 

問 一般財団法人やないづ振興公社 ℡４２－２３０２ 

 

 

 

町内公共施設の入浴料改定にについて 

金婚夫婦の申請を受け付けています 
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令和３年４月の柳津町建設工事等入札のうち、指名競争入札により落札価格が１００万円以上の工

事・委託についての結果です。 

なお、１００万円以下の入札結果については役場２階総務課企画財政班において閲覧ができます。 

 

指名競争入札【工事】          （価格：税込価格 単位：円） 

入札日 工事名 工事箇所 予定価格 落札価格 落札業者 

４月２８日 河川災害復旧工事 
大字猪倉野字赤

谷地内 
2,508,000  2,365,000  

大 成 建 設 工 業

(株) 

４月２８日 河川災害復旧工事 
大字猪倉野字百

五十苅地内 
7,432,700  6,875,000  

大 成 建 設 工 業

(株) 

４月２８日 河川災害復旧工事 
大字猪倉野字下

里道地内 
7,620,800  7,260,000  

大 成 建 設 工 業

(株) 

４月２８日 道路災害復旧工事 
大字柳津字落合

地内 
5,574,800  5,500,000  (有)西村土建 

４月２８日 護岸整備工事 
大字柳津字下新

町地内 
6,726,500  6,380,000  

大 成 建 設 工 業

(株) 

４月２８日 
柳津小学校空調機設

置工事 

大字柳津字上村

地内 
2,791,800  2,695,000  

(有)佐々木電機

商会 

４月２８日 
西山小学校空調機設

置工事 

大字砂子原字居

平地内 
3,305,500  3,135,000  両沼公産(株) 

４月２８日 
会津柳津学園中学校

空調機設置工事 

大字柳津字上村

地内 
2,873,200  2,739,000  

(有)佐々木電機

商会 

 

問 総務課財政係 ℡４２－２１１２ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

問 みらい創生課みらい創生係 ℡４２－２４４７ 

 

掲載ページ 誤 正 

P 8 鈴木 東作（湯八木沢） 鈴木 東作（琵琶首） 

P１２ 柿本 新我 柿本 新河 

令和３年４月の入札結果について 

広報やないづお知らせ版 令和３年５月１４日号 ８ 

広報やないづ５月号の一部訂正について 

広報やないづ令和３年５月号

（令和３年４月３０日発行）にお

いて、右記のとおり記載誤りがご

ざいました。お詫びして訂正いた

します。 


